
宇部市小・中学校事務共同実施運営協議会設置要綱 

宇部市教育委員会 

 

１ 設置目的 

   宇部市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び拠点校の校長、事務長、運営責任者や

宇部市立小・中学校（以下「小・中学校」という。）の各代表からなる宇部市小・中学校事務共

同実施運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置し、市全体の共同実施事業の推進及び

運営のあり方等の協議を行う。 

  

２ 組織 

  運営協議会は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 教育委員会教育長、教育委員会学校教育課長、教育委員会総務課長、教育委員会担当職員 

(2) 小・中学校校長会長、小・中学校教頭会長、小・中学校教務主任会長、小・中学校事務研究

会理事長 

(3) 拠点校校長、拠点校事務長、拠点校運営責任者 

(4) 各ブロック代表校長、各ブロック代表校事務職員 

 

３ 役職 

(1) 運営協議会に会長１人、副会長を２人置く。 

(2) 会長には、教育委員会教育長を充てる。 

(3) 会長は、運営協議会を代表し、円滑な運営を図る。 

(4) 副会長には、教育委員会学校教育課長、拠点校校長を充てる。 

(5) 副会長は、会長を補佐する。 

 

４ 所掌事項 

(1) 運営協議会の招集は、必要に応じて会長が行う。 

(2) 運営協議会は、会長が主宰し、次の事項について協議する。 

① 共同実施会により適正化・効率化が図られる学校事務・業務の協議 

② 小・中学校と教育委員会との効率的・効果的な連携方法の協議 

③ 共同実施会による学校運営全般の支援体制の協議 

④ その他、小・中学校及び教育委員会の共同実施会に関する必要な事項 

  

５ 事務局 

(1) 運営協議会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。 

(2) 事務局には、事務局長を置く。 

(3) 事務局長は、教育委員会学校教育課の担当職員を充てる。 

(4) 事務局長は、運営協議会を企画し、会の円滑な運営に努める。 

 

６ その他 

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

付 則 

  この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

  この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 


